
個人情報ファイルの名称 重度医療システム

行政機関等の名称 市長

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称
こども福祉部障がい福祉課障がい給付係

個人情報ファイルの利用目的
重度心身障害者医療費給付事務において、受給者の資格登録や医療費助成の支払管理

を行うため利用する。

記録項目

1宛名番号、2氏名、3住所、4性別、5生年月日、6本籍・国籍、7資格情報、8現況情

報、9支給情報（償還、委託外現物、現物（レセプト）を管理）、10口座情報（受給

者）、11口座情報（医療機関）、12連絡先情報、13送付先、居住地情報、14加入医療

保険情報、15帳票発行履歴情報、16高額負担区分情報、17メモ情報、18世帯情報、19

個人番号

記録範囲 重度心身障害者医療費受給資格登録者等

記録情報の収集方法 本人の申告、住民記録システム

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨
☑含む　□含まない

記録情報の経常的提供先 委託先事業者

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地

（名　称）こども福祉部障がい福祉課障がい給付係

（所在地）〒342-8501　埼玉県吉川市きよみ野一丁目１番地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等
－

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

　　→　当該電算処理ファイルに付随する（当該電算処理ファイルの利用目的及び

　　　　記録範囲の範囲内である）マニュアル処理ファイルの有無　　☑有　□無

□法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

備考 作成年月日（最終修正日）：令和５年４月１日

個人情報ファイル簿（単票）



個人情報ファイルの名称 汎用台帳システム（福祉サービス利用状況）タクシー券・燃料チケット

行政機関等の名称 市長

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称
こども福祉部障がい福祉課障がい給付係

個人情報ファイルの利用目的
福祉タクシー・自動車燃料助成事務において、受給者資格者に対し申請書を送付するた

め利用する。

記録項目

1宛名番号、2氏名、3住所、4性別、5生年月日、6本籍・国籍、7続柄、8資格情報、9メ

モ情報、10連絡先情報、11送付先、居住地情報、12世帯情報、13タクシー券・燃料チ

ケット利用情報

記録範囲

身体障害者手帳1、2級所持者及び3、4級所持者のうち下肢又は視覚障がいの方、療育

手帳（みどりの手帳）○Ａ、Ａ、Ｂ所持の方、精神障害者保健福祉手帳の1、2級所持

の方

記録情報の収集方法 本人の申告、福祉システムからのデータ抽出

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨
☑含む　□含まない

記録情報の経常的提供先 委託先事業者

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地

（名　称）こども福祉部障がい福祉課障がい給付係

（所在地）〒342-8501　埼玉県吉川市きよみ野一丁目１番地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等
ー

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

　　→　当該電算処理ファイルに付随する（当該電算処理ファイルの利用目的及び

　　　　記録範囲の範囲内である）マニュアル処理ファイルの有無　　☐有　☑無

□法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

備考 作成年月日（最終修正日）：令和５年４月１日

個人情報ファイル簿（単票）



個人情報ファイルの名称 自立支援システム

行政機関等の名称 市長

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称
こども福祉部障がい福祉課障がい支援係

個人情報ファイルの利用目的
介護・訓練等給付事務において、障害福祉サービスや障害児通所支援サービスを支給

決定し、給付費を支給するために利用する。

記録項目

1宛名番号、2氏名、3住所、4性別、5生年月日、6本籍・国籍、7続柄、8資格情報、9メ

モ情報、10支給情報、11口座情報、12連絡先情報、13送付先、居住地情報、14世帯情

報、15個人番号

記録範囲 障害福祉サービス申請者、障害児通所支援サービスの申請者、利用児童

記録情報の収集方法 本人の申告、障害支援区分認定調査

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨
☑含む　□含まない

記録情報の経常的提供先 都道府県知事、市町村長、委託先事業者

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地

（名　称）こども福祉部障がい福祉課障がい支援係

（所在地）〒342-8501　埼玉県吉川市きよみ野一丁目１番地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等
ー

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

　　→　当該電算処理ファイルに付随する（当該電算処理ファイルの利用目的及び

　　　　記録範囲の範囲内である）マニュアル処理ファイルの有無　　☑有　□無

□法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

備考 作成年月日（最終修正日）：令和５年４月１日

個人情報ファイル簿（単票）



個人情報ファイルの名称 障害福祉システム

行政機関等の名称 市長

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称
こども福祉部障がい福祉課障がい支援係

個人情報ファイルの利用目的
障がい者手帳交付事務及び自立支援医療支給事務において、障害者手帳（身体・療

育・精神）及び自立支援医療（精神通院）の申請、進達、交付のために利用する。

記録項目

1宛名番号、2氏名、3住所、4性別、5生年月日、6本籍・国籍、7続柄、8資格情報、9メ

モ情報、10連絡先情報、11送付先、居住地情報、12世帯情報、13手帳情報、14給付状

況、15個人番号

記録範囲 障害者手帳の申請者、自立支援医療の申請者等

記録情報の収集方法 本人の申告

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨
☑含む　□含まない

記録情報の経常的提供先 委託先事業者

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地

（名　称）こども福祉部障がい福祉課障がい支援係

（所在地）〒342-8501　埼玉県吉川市きよみ野一丁目１番地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等
ー

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

　　→　当該電算処理ファイルに付随する（当該電算処理ファイルの利用目的及び

　　　　記録範囲の範囲内である）マニュアル処理ファイルの有無　　☑有　□無

□法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

備考 作成年月日（最終修正日）：令和５年４月１日

個人情報ファイル簿（単票）


